
やれることを増やしたい！

何がある？

介護保険は、高齢者の暮らしをみんなで支える仕組みです。実際に介護が必要になった時に、頼り
になるのが介護保険のサービスです。
介護保険のサービスは20種類以上あり、その人の暮らしに必要なサービスを選んで利用します。
今回は、数あるサービスの中から、代表的なサービスをいくつか紹介します。どのようなサービス
内容なのかを知って、あなたの「したい！」を叶えてください。

問い合わせ　長寿介護課　中村　 ㉓0076

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
た
め
に
は
、「
要
介
護
度
」
を

決
め
る
た
め
の
手
続
き
と
「
ケ
ア

プ
ラ
ン
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画

書
）」
が
必
要
で
す
。

要
介
護
度
と
は

　

要
介
護
度
と
は
、
日
常
生
活
の

中
で
、
ど
の
程
度
の
手
助
け
を
必

要
と
す
る
の
か
と
い
う
「
介
護
の

必
要
度
（
手
間
）
を
表
す
も
の
」

で
す
。

　

要
介
護
度
は
、
軽
い
順
に
次
の

よ
う
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

﹇
事
業
対
象
者
﹈

　

今
は
手
助
け
を
必
要
と
し
て
い

な
い
が
、
今
後
、
介
護
が
必
要
に

な
ら
な
い
た
め
の
予
防
が
必
要
な

状
態
の
人
。

﹇
要
支
援
﹈

　

食
事
や
ト
イ
レ
な
ど
、
日
常
生

活
の
基
本
的
な
こ
と
は
自
分
で
で

き
る
が
、
負
担
の
大
き
い
家
事
な

ど
、
部
分
的
な
手
助
け
が
必
要
な

状
態
の
人
。

﹇
要
介
護
﹈

　

日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な

動
作
が
困
難
で
、
手
助
け
が
必
要

な
状
態
の
人
。

　

要
介
護
１
か
ら
５
ま
で
あ
り
、

数
字
が
大
き
い
ほ
ど
、
多
く
の
手

助
け
が
必
要
と
な
る
。

どう使う？

介護保険サービス

　

要
介
護
度
が
決
ま
っ
た
ら
、「
ケ

ア
プ
ラ
ン
」を
作
成
し
て
、
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
し
ま
す
。

　

ケ
ア
プ
ラ
ン
は
、
専
門
知
識
を

持
っ
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
、
家

族
や
利
用
者
か
ら
要
望
を
聞
き
な

が
ら
作
成
し
ま
す
。

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
は

　

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
は
、
介
護

支
援
専
門
員
の
こ
と
で
す
。
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
し
て
い

る
人
を
支
援
し
、
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
利
用
者
の
調
整
を
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
や
事
業
所

は
多
数
あ
り
、
利
用
者
や
家
族
だ

け
で
目
的
に
合
っ
た
事
業
所
を
探

す
こ
と
は
困
難
で
す
。
そ
の
よ
う

な
と
き
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
さ

ま
ざ
ま
な
事
業
所
の
情
報
を
利
用

者
に
提
供
し
、
利
用
者
は
そ
の
情

報
を
も
と
に
、
利
用
し
た
い
サ
ー

ビ
ス
や
事
業
所
を
選
択
し
ま
す
。

　

担
当
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
い

つ
で
も
利
用
者
や
家
族
か
ら
の
相

談
に
乗
り
ま
す
。
暮
ら
し
の
中
で

の
困
り
ご
と
や
不
安
な
ど
を
、
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

具
体
的
に
考
え
始
め
た
ら
、
長
寿

介
護
課
（
さ
ざ
ん
か
）
ま
た
は
市

民
課
相
良
窓
口
係
（
相
良
庁
舎
）

で
、
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

［ケアマネジャーの決定］

要介護度をもとに、利用者の家族が決めます。
▶「事業対象者」・「要支援」となった人
　地域包括支援センターへ連絡する。
▶「要介護」となった人
　市介護保険ガイドブックに掲載されている
　「居宅介護支援事業所」の中から、事業者
　を決め、連絡します。

［ケアプランの作成］

ケアマネジャーが、「いつ」「どんなサービス
が」「どのくらい必要なのか」を家族や本人
から聞き取り、ケアプランを作成します。
身体の状況や家庭環境を踏まえた上で、これ
から必要なものを一緒に考えます。

［サービス担当者会議］

ケアマネジャーが作成したケアプランをもと
に、利用するサービスのスタッフや家族を含
めて会議を行います。この会議では、利用者
と家族の介護サービスに関する意向や利用者
に関する情報を共有します。

［サービス利用開始］

［ケアプランの見直し］

サービスを利用していく中で、身体状態や家
庭環境に変化があった場合には、利用計画の
見直しを行います。利用者に合った必要な
サービスが受けられるようにします。

利用しているサービス
が合わない

今とは違うサービスも
知りたい

要介護度によって使えるサービスの種類や上限額が変わります。

半日デイサービス
デイサービスセンターに半日通い、日常生活の手助けや、リハビリなどを行うサービスです。
トレーニングマシンを使ったり、レクリエーションや体操をしたりして生活機能の維持向上を目指します。

特別養護老人ホーム
要介護３以上の人に対して、長期にわたり施設で日常生活の手助けやリハビリなどを提供するサービスです。

介護保険で使えるサービス（一部）

ホームヘルパー
介護が必要な人の自宅を訪問し、日常生活の手助けを
行うサービスです。

デイサービス
デイサービスセンターで、食事やお風呂などの日常生
活の手助けや、自宅で生活を続けるためのリハビリな
どを行うサービスです。

小規模多機能型居宅介護
施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や自宅への
「訪問」を組み合わせて、日常生活の手助けやリハビリ
などを一つの事業所で提供するサービスです。

ショートステイ
短期間（最短で一泊二日から）、施設で介護を提供す
るサービスです。

前とは違うサービスの
方がいいのかも？

今の状態に適した
サービスを提案する

サービス利用の流れ

これからの暮らしに
必要なものを考え、
利用者に合った

サービスを一緒に選ぶ

利用者の希望を、サー
ビス事業者と共有する

どんなサービスが
あって、自分に合って
いるものは何だろう？

これから、こんな風に
なっていったらいいな

できないことが増えて
介護が必要になった

要介護度認定を受ける

やりたいことを実現したい！やって
いるこ

とを

続けた
い！

ケアマネジャー 利用者・その家族
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